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２ 法律の概要                                                    

 
＊事業者が、事業主の立場で労働者に対して障害を理由とする差別を解消するための措置は、障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法＜昭和３５年法律第１２３号＞、 

改正公布日：平成２５年６月１９日）の定めるところによる。 

・合理的配慮の提供義務 ：事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付け 

・苦情処理・紛争解決援助：事業主に対して、雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化 

（公布日：平成２５年６月２６日） 

＊ 


